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　3 月 21 日（土）～ 22 日（日）、大阪府立大学（堺市）において「トランスジェンダーの健康と権利」
をテーマとする GID（性同一性障害）学会・第 17 回研究大会が開催された。前回の大会後、2014 年 6
月には文部科学省が初めて「学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査について 」を発
表し、本大会後の 2015 年 4 月には同省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実
施等について」と題する通達を出すなど、教育・行政関係者の関心も高まっており、全国から参加した
人々の数は 400 名を超えた。今回、共催団体となった「関西 GID ネットワーク」が医療面のプログラ
ムを担当する一方で、「脱病理化運動」に関連する内容も多く盛り込まれるなど、GID（性同一性障害）
学会としては異色の研究大会となった。

GID（性同一性障害）学会・第17回研究大会会長╱大阪府立大学教授

東　優子

　はじめに

　本年度の「流行語大賞」にノミネートされるとの
下馬評もある LGBT（同性愛者や両性愛者など「性
的マイノリティ」のこと）の T は、「トランス（ジ
ェンダー）」の頭文字である。当事者運動から生ま
れた「トランスジェンダー」は、国内ではまだ馴染
みが薄いものの、国際的には「性同一性障害（者）」
とは比較にならないほど広く（医療従事者の間でも）
使用されている用語である。国内では「トランスジ
ェンダー（性同一性障害者を含む）」と標記される
こともあるが、当事者運動から生まれたこの用語に

◉GID（性同一性障害）学会•第17回研究大会報告◉

トランスジェンダーの健康と権利

は「病理化」への異議申し立てが含意されている（つ
まり、こうした歴史的・政治的背景や文脈を踏まえ
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れば「トランスジェンダー＞性同一性障害者」とい
う説明は誤りである、と言える）。
　当事者でさえ「性同一性障害（者）」という用語
を好んで使用する日本社会は、国際社会において特
異な存在である。もっとも、その背景には 1990 年
代半ばまで「性的異常・変態性欲」として差別・偏
見に曝され続け、医療サービス（ホルモン療法や手
術）の利用がままならなかったという国内事情があ
り、医学概念なくして今日ある性同一性障害特例法

（2004 年施行）やその他の支援体制がこれほどのス
ピードで実現したかについては、多くが疑問に思う
ところであろう。

一方、国際社会では「脱（精神）病理化運動」が
ますます活発化している。国際的診断基準として知
られる米国精神医学会の DSM-5 ではすでに、GID

（性同一性障害）という診断名が、よりトランスジ
ェンダー概念に近い GD（性別違和）に変更された。
精神疾患に関する手引書である DSM に残ることに
なったことは「脱精神病理化運動」の敗北を意味す
るが、「ジェンダー・アイデンティティの障害」と
いう字義である GID（性同一性障害）が名称変更
されたことは大きな意味をもつ。2017 年に刊行予
定である WHO の ICD-11（国際疾病分類第 11 版）
でも名称変更はほぼ確実であり、それ以上に精神疾
患という位置づけの見直しが検討されているところ
であるという。アルゼンチンなど、性別変更の要件
に診断を必要としない国もでてきており、「脱精神
病理化」に始まる当事者運動は、医療サービスへの

アクセス保障を求めつつも、「脱病理化」に方向づ
けられていると考えられる。

性別変更に関連するところでは、手術要件が「性
と生殖に関する権利」の侵害にあたるとして、これ
を性別変更の条件から削除する国や地域が増えてい
る。とくに、2014 年に発表された WHO など国際
機関の共同声明では「生殖腺切除を性別変更の要件
として強制することはできない」と明記されてお
り、今後大きな影響力をもつものとして注目され
る。第17 回研究大会では、高垣雅緒氏（藍野大学
短期大学部教授・脳神経外科学／文化人類学）によ
る基調講演「トランスジェンダーの脱病理化と人
権」で、この点について詳しくご紹介いただいた。

以下は、特別シンポジウム「トランスジェンダー
の健康と権利」にご登壇いただいた国際的なトラン
ス・アクティビスト／人権コンサルタントのジャッ
ク・バーン＝ Jack Byrne 氏による講演「トランス
の健康は人権問題である」の再録（一部抜粋）であ
る。バーン氏は、UNDP（国連開発計画）をはじめ
とする国際組織によるいくつかの刊行物に編著者と
してかかわっており、トランスジェンダーの人権問
題に関する第一人者である。

　トランスの健康は人権問題である
ジャック・バーン（Jack Byrne）

　
　私はアオテアロア（ニュージーランドのマオリ語
名）出身の研究者で、政策アナリストです。2005
年から 2014 年まで、ニュージーランド人権委員会
で上級人権専門員として働いていました。同委員会
がトランスジェンダーの人々が経験する差別に関す
る調査を始めた時期に関わり、トランスの人々の健
康の権利、法律上の性別の取り扱い、差別（医療現
場での問題を含む）に関する調査プロジェクトの管
理を任されていました。

▪トランスジェンダーという概念
　私はトランス男性です。私の故郷では、「トラン
ス」というのは包括的用語で、多くのトランスセク
シュアル、トランスジェンダー、性別が多様である
人々、ジェンダーが非同調的である人々を意味する
ものとして使われており、アオテアロアの先住民が

（中央奥から時計回りに）康純（大阪医科大学）・三橋順子（社
会・文化史研究者）・野宮亜紀（TS と TG を支える人々の会）・
東優子（大阪府立大学）・針間克己（はりまメンタルクリニ
ック）・土肥いつき（京都府立高校教師）・鶴田幸恵（千葉大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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言うところのワカワヒネ（whakawahine）、タンガタ
イラタン（tangata ira tan）、あるいは太平洋地域の
他の先住民の言葉でいうところのファファフィネ（fa’
afafine）やその他（fa’atama, leiti, akava’ine）など、
それぞれの文化固有の用語も網羅するものです。シ
ゲユキ・キハラという、私の国では有名な日系サモ
ア人のファファフィネで、アーティストをしている
人がいます。あるトランスジェンダー調査の最終報
告書に掲載された彼女のプロフィールでは、アイデ
ンティティは次のように述べられています。

　私の［日本人の］父は、私の名を秋から冬へ
と移り変わる日本の山奥の季節を描写したもの
だと教えてくれた。この名は男児につけられる
ものだが、現実には私は女性的な性を生きてい
る。私は va、もしくはサモア語でいう fa’afafine
である。西洋におけるいわゆる「第３の性」に
最も近い概念である。

▪生い立ちとアイデンティティ
　私は 2002 年に、年齢でいえば 40 歳の時に性別移
行することを決心しました。初めてテストステロン

（男性ホルモン）注射をしたのは、そのちょうど 12
年前のことです。若かった頃は、トランス男性が性
別を変更するなどということは、ニュージーランド
では考えられないことでした。私自身、1993 年ま
ではトランス男性という存在を知りませんでした。
多くの人もそうだと思いますが、私も、昨年 11 月
に亡くなった北米のトランス活動家レスリー・ファ
インバーグ（Leslie Feinberg）の影響を強く受けて

います。1993 年に出版された『ストーン・ブッチ・
ブルース （Stone Butch Blues）』 は、私が誰なのか
を理解するための言葉を与えてくれました。
　私もレスリーと同じく、労働階級の家庭に生まれ
ました。労働者の権利や、労働状況改善のためには
労働組合が重要であることを学びながら育ちました。
　10 代の終わりに、私は若いレズビアンとして「カ
ムアウト」しました。その頃の私は、自分を表現す
る言葉として「ダイク（Dyke）」（レズビアンを意
味する呼称のひとつ）を使っていました。性別移行
するまでの 20 年間、このコミュニティは私が女性
として生まれたという事実に限定されることなく、

「ありのままの自分」でいられる場所でした。私に
とってダイク・コミュニティは、長年にわたる「最
も近い場所」だったのです。それでも、どこかで心
地の悪さを感じ、自分の居場所だとは思い切れない
ものを常に感じていました。それが、自分が男性で
あると感じるところでした。

▪�自分という存在が「医学的状態」になるとい
うこと、について

　私が性別移行することを決めたのは、他のトラン
ス男性に初めて出会えた時でしたが、難しい決断で
もありました。19 歳から慣れ親しんできた、つま
り大人になってからのほとんどの時間を過ごしたダ
イク・コミュニティを去ることを意味したからで
す。その頃、国内のトランス男性は 10 人にも満た
ず、今日あるような（これから性別移行しようとす
る人々を支える）コミュニティもまだ存在していま
せんでした。
　最も大変だったことのひとつは、20 年以上前に
ダイクとしてカムアウトした時と、性別移行を決意
した時の著しい相違でした。ダイクとしてカムアウ
トした時は、ただ生活を楽しみ、他人が私の自己決
定についてどう思うかなど、気にすることもなかっ
たし、気にする必要もなかったのです。しかし、性
別移行するということは、ダイクとしてカムアウト
することとは事情が異なりました。当時は、ニュー
ジーランドの中央労働組合団体で唯一の社会政策ア
ナリストとして、非常に多忙かつ責任ある職に就い
ていました。
　自分の人生に関わる問題は自分で決断する、とい

（左から）イ・スンヒョン（法学研究者）、岳中美江（通訳）、
ジャック・バーン（人権コンサルタント）、山下梓（元 ILGA
共同代表）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（敬称略）
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うことが当たり前だった生活が一変しました。性別
移行というのは、人生の重要な部分を他人の意見
や決定に委ねなければならないことを意味しまし
た。私のことをほとんど何も知らない医療の専門家
に、「医学的に性別移行は可能か」、「いつ、どのよ
うに」という決定を委ねなければならなくなったの
です。そしてこうした専門家による決定が、私の生
活の多くの部分、特に法的に男性として認められる
ことや男性として仕事をしたり、出張をしたり、と
いったことに大きな影響を与えたのです。私という
存在が「医学的状態」になったのでした。ジェンダ
ー・アイデンティティに合うよう体を変えるために、
医学的支援が欲しかっただけなのに。
　医学的処置を強く望み、医学的に性別を移行しよ
うとする者にとって、医学的な手続きと「自分が誰
なのか」を区別して考えるのが難しくなることがあ
ると思います。しかし本来、人として幸せに生きる
上で、私たちが誰なのかということと医学的な手続
きをどう踏んでいくかを区別することは非常に重要
である、と私は考えています。これは、人間として
の尊厳、平等、安全を保つために極めて大事なこと
なのです。

▪尊厳、平等、安全に関する権利
　世界人権宣言「すべての人間は、生れながらにし
て自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等で
ある。」にもあるように、「尊厳」「平等」「安全」と
いうのは、重要な概念です。67 年前に起こった大
虐殺という恐怖の後、世界各国が一体となってこの
世界宣言を採択しました。それは、「人類社会のす
べての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのでき
ない権利とを承認することは、世界における自由、
正義及び平和の基礎である」と明記しています。
　こうした記述は、法的拘束力のある２つの国際規
約「市民的および政治的権利に関する国際規約」及
び「経済的、社会的および文化的権利に関する国際
規約」でも繰り返されています。強調しておきたい
のは、こうした公文書の謳う人権が「生れながらに
して」「譲ることのできない」「全員に共通する」も
のであるという、3 つの極めて重要で基本的なポイ
ントです。「生れながらにして」とは、人権が人間
である私たちすべてにあることを意味します。「譲

ることのできない」というのは、これらの権利をあ
きらめさせられたり、政府に奪われることがあって
はならないことを意味します。いかなる抑圧もこれ
らの権利に反するのです。そして、「全員に共通する」
ということは、権利が私たちすべてに適用されるこ
とを意味します。
　2006 年 11 月、既存の人権に関わる公文書をより
明確に、性的マイノリティに適用することを検討す
るための会議がインドネシアのジョグジャカルタで
開催され、人権の専門家たちが集められました。こ
の時作成された文書は、「ジョグジャカルタ原則」
と呼ばれています。そこに宣言された 29 の原則は
25 か国の代表者（専門家）によって支持され、さ
らに多くの政府や国連組織に採択または参照されて
います。

▪トランスの人々が直面する人権問題
　世界中で展開されている権利運動・活動からは、
以下 4 つの人権問題が喫緊の課題として浮かび上が
ってきます。
① 暴力被害 : 警察官による暴力も含む。ジェンダー・

アイデンティティや表現を原因として殺害された
トランス女性は多い。

② 差別：特に学校、職場、公共の場所、保健医療の
現場、家族内におけるもの。

③ 健康とウェルビーイング：医学的に性別適合する
ために、医療サービスを利用可能にすることを含む。

④ ジェンダー・アイデンティティの法的承認：名前
や性別、その他公文書において性別記載事項を変
更できるようになること。

　これらについて「ジョグジャカルタ原則」では、
以下の原則に反映されています。
◦ 暴力からの保護：「生命の権利」（第 4 原則）、「人

身の安全の権利 」（第 5 原則）、「拘留中に人道的
に扱われる権利 」（第 9 原則）、「拷問や残酷、非
人道的あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受け
ない権利」（第 10 原則）

◦ 差別からの解放：「平等と差別を受けない権利」（第
2 原則）、「労働の権利」（第 12 原則）、「教育を受
ける権利」（第 16 原則）、「文化的生活に参加する
権利」（第 26 原則）

◦ 健康の権利：「到達可能な最高水準の健康への権
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利」（第 17 原則）、「医学的な虐待からの保護 」（第
18 原則）

◦ ジェンダー・アイデンティティの法的承認：「プ
ライバシーの権利」（第 6 原則）、「法の下に承認
される権利」 （第 3 原則）

　これらの権利は、お互いに関連するもので、ある
権利が別の権利に勝るなどということもありません。
個人のアイデンティティあるいは生活の一部が別の
部分を支えるために否定されるべきでもありません。

▪「平等と差別を受けないことと」
　　　　　　��「暴力からの保護」について　　
　我々は皆、ありのままでいられる権利を有してい
ます。人種差別、女性に対する差別、子どもや障が
いのある人々に対する差別を禁止したり、それらの
権利を保障することの重要性についてはよく知られ
ているところです。しかし、たとえ「誰の」が明確
に記述されていなかったとしても、「全ての人」に
差別を受けない権利があるのであって、そこには当
然トランスの人々も含まれます。これは国連の最高
レベルにおいても表明されていることです。
　潘

パ ン ギ ム ン

基文国連事務総長は韓国出身です。彼にとって
は新しく、したがってこれらの課題を学び理解する
必要があると認めた上で、2012 年 3 月に次のよう
な声明を発表しています。
　「レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラン
スジェンダーの人々に訴えたい。あなたたちは一人
ではありません。暴力と差別の終焉に向けた戦いは、
私たちの戦いでもあります。私は今、あなたたちと
共にあります。そして共にあらんと全ての国と人々
に求めます。歴史的な転換が進行中です。暴力に立
ち向かい、同意のある同性間の性的関係の合法化、
差別撤回、教育に取り組まなければなりません。人
権理事会と善意ある全ての人々に期待します。時は
来たれり…THE TIME HAS COME」。
　この２か月後の 2012 年５月には、ブタペストで
開催されたトランスジェンダー欧州会議の開会式で、
国連人権高等弁務官ナビ・ピレイが以下のように述
べています。
　「ジェンダー・アイデンティティによる個人への
暴力や差別に関する問題を話題にした際、ある人々
は、私が『新しい権利』あるいは『特別な権利』を

主張していると非難しました。しかし、生命の権利
や個人の保護は、何も新しい、特別なことではない
のです。これらの権利は普遍的です。そして国際法
の原則であるにも関わらず、単にジェンダー・アイ
デンティティを理由に、我々と同じ人間である多く
の人々が否定されてきたのです。
　国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は、1 年
間の公共教育プログラム「自由と平等」を実施し

（https://www.unfe.org）、そこでは「トランスの
人々」「レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの
人々」「インターセックスの人々」の権利に焦点が
あてられました。このキャンペーンが 2013 年 7 月
に開始された時、ナビ・ピレイは、このように強調
しました。
　「世界人権宣言は、例外なく、誰も除外されるこ
となく、誰もが生れながらにして自由であり、尊厳
と権利とについて平等であることを世界に約束して
います。しかしながら、これはまだ憎悪、不寛容、
暴力、そして差別に日々直面している何百万という
LGBT の人々にとっては空約束になってしまってい
るのです」。

▪暴力
　殺人・殺害はトランスの人々に対する究極の暴力
です。2008 年 1 月から 2014 年 9 月までに、「トラ
ンス殺害監視プロジェクト」が特定できた殺害件数
は、62 か国で 1,612 件にのぼり、被害者の多くはト
ランス女性でした。この数字には、アジア 20 か国
の 138 人が含まれています。アジアにおいて、2008
年 1 月から最も多くの殺害が記録されているのは、
インド（37 件）、フィリピン（32 件）、パキスタン（21
件）、タイ（14 件）です。
　身体的、性的、精神的・情緒的暴力は、多くのト
ランスの人々に恐怖を与えます。これはトランスフ
ォビア（トランス嫌悪）と呼ばれるもので、ジェン
ダー・アイデンティティやジェンダー表現に関する、
トランスの人々への敵視・態度、感情と定義されま
す。もっぱら（しかしそれに限られない）女性や女
児に対する暴力とも関連しています。性にまつわる
社会規範を逸脱したために罰せられることにも通じ
ています。最も脆弱な立場に立たされているのは、
典型的にはトランス女性であり、特に有色人種のセ
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ックスワーカーであるトランス女性が暴力の矢面に
立たされています。
　トランス男性は、女の子として育ったことで公共
の場へ出る機会が少なく、家庭の中で、家族からの
暴力に直面することが多いです。アジアのトランス
男性は集団レイプやセクハラの被害を受けやすく、
またレズビアンは強制的に結婚させられる可能性が
高いと報告されています。トランス男性もレズビア
ンも、出生時に決められた女性という役割から外れ
ることを理由に、罰を受けさせられるのです。
　トランスの人々のうち、ジェンダーのありようが

（社会的規範からみて）非同調的である人々、ある
いはトランスであるというジェンダー・アイデンテ
ィティが目立ちやすい人々は、こうした暴力・虐待
を経験する可能性が特に高くなります。こういった
スティグマや差別・偏見に影響されないトランスの
人というのはほとんど存在していないでしょう。ひ
っそりと生活をおくる多くのトランスの人々も、身
分証明書や他の個人情報を通じて、過去の名前や性
が暴露されることへの恐れを抱いています。

▪到達可能な最高水準の健康への権利
　到達可能な最高水準の健康への権利のためには医
療サービスが、「存在する」「アクセス（利用）可能
である」「受け入れられる（医療倫理が順守されて
いることを含む）」「質が高いものである（科学的お
よび医学的に適切であることを含む）」ことが必要
です。世界中のほとんどのトランスの人々は、一般
的な医療サービスを利用する際に、何らかの差別を
経験しています。
　「ジョグジャカルタ原則」では、以下の必要性が
強調されています。まず、「誰もが、ジェンダー・
アイデンティティによる差別を受けることなく、真
のインフォームド・コンセントに基づき、医学的治
療とケアについて自己決定するための情報と権限を
得られるように保障すること」。そして、「性別適合
に関連して、身体変容を求めている人が質が高く、
差別のない治療・ケア及び支援を利用できるように
すること」。
▪医療ニーズと自分自身を区別する
　私たちトランスジェンダーは、身体を基準に他者
から判断されることがあまりにも多く、特に私たち

の身体が他の人とは違うという点が注目されます。
赤の他人であっても、私たちの医療ニーズ（具体的
には性器）をめぐり、極めて個人的な質問を平気で
してきます。私たちのアイデンティティは、股間に
何があるのかという点に集約されてしまいがちです。
さらに、身体を変えることができるかどうかは、精
神疾患の診断を受け入れるかどうかに左右されてい
るのです。
　しかし、私たちのアイデンティティは、私たちの
存在は、精神疾患ではないのです。トランスのアイ
デンティティや健康ニーズを精神疾患という視点で
定義しないというのは、世界的な動向の中核的なメ
ッセージになっています。国際学会（WPATH）等
は、この方向性を「脱・病理化」という用語を使っ
て説明しています。

▪脱・病理化をめぐる動向
2010 年 5 月、WPATH はジェンダーの非同調性

を「脱・病理化」していくことについて、次のよう
な声明を発表しています。
「出生時に割り当てられた性別とは異なるアイデ

ンティティを含む性別の特徴の表現は、文化的によ
くみられる多様な人間の現象であり、生まれつきの
病理であるとか、良くないものとして非難されるべ
きものではない」。

さらにこの声明は、2012 年に発表された WPATH
の SOC（ケア基準）第７版でも、次のような文言で
繰り返されています。
「トランスセクシュアル、トランスジェンダー、

ジェンダーの非同調性は多様性の問題であり、病理
の問題ではない」。

こうした主張は、当事者コミュニティの内部で
も、感情的で、複雑で、強い関心を引き起こしてい
ます。そのこと事態は、以下の理由から当然なこと
であると言えます。

第一に、現状においては、ホルモンあるいは手術
を利用できることが、私たちの多くにとってジェン
ダー・アイデンティティ／表現をさらに具体化する
ことを可能にします。それによって、医療の進歩と
確立された手続きが、私たちのアイデンティティと
より密接に関連することになってしまっているので
す。つまり、「性同一性障害」または「性別違和」と
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いった診断が医療サービスを利用するための条件と
なったのであり、診断名というものが、多くのトラ
ンスの人々が自分について説明する時に最初に口に
せねばならない言葉となりました。診断名は、道徳
的な批判にさらされることなく自己のジェンダー・
アイデンティティが認められる、という希望を与え
る最初の命綱でした。精神疾患の診断を受け入れる
ことは、小さな代償と思えたわけです。診断を受け
るということは、自分でどうにもできないことに対
して他者から非難を受けるべきではないことを意味
します。私たちはこのように生まれついただけなの
であって、選択したわけではないのだから、と。

でももし、診断以外に私たちが平等に認められる
ための命綱が存在していたならば、必要な医療を利
用できるような状況にあったなら、どうだったでし
ょうか。

コミュニティ内での議論が複雑になる２つ目の理
由は、自分自身を説明するときに医学的用語を使用
することを（たとえそれが精神疾患であっても）気
にしない人たちがいる、という点にあります。誰も
が自由に意見を述べることができる、表現の自由へ
の権利があります。どんな用語を用いて自分自身を
説明するかは、完全にその人の選択です。しかしそ
れは、政府や医療の専門家に以下のようなことを許
すこととは、根本的に違います。
◦ すべてのトランスの人々のアイデンティティを精

神疾患と見なすこと
◦ 他の権利（例えば性別変更）を認める上で、その

診断を受け入れることを条件にすること

▪国際疾病分類（ICD-11）の改革
多くの方がすでにご存知だとは思いますが、国際

疾病分類（ICD）というのは、障害、疾病、傷害、
あるいは他の健康関連の状態の全てが記載された世
界保健機関（WHO）の刊行物です。現行の ICD-10
は、25 年前に策定されました。WHO は、2017 年
の第 11 版（ICD-11）刊行を目指して、現在、改訂
作業を進めています。この時期こそが、我々が必要
とする医療サービスの利用可能性を担保しつつ、医
療の専門家がトランスの人々のありよう（生活）を
どう捉えるかということに変化を起こす、絶好の機
会なのです。

　多くのトランスの人々には、米国精神医学会が刊
行する診断基準のほうがよく知られているかもしれ
ません。これは『精神疾患の分類と診断の手引き』、
短くは DSM と呼ばれるもので、2012 年に発表され
た最新版 DSM-5 では、「性同一性障害」という名称
は「性別違和」に変更されました。

これまでDSMもICDも、多くのトランスの人々、
そしてより多くの政府や人権の専門家から批判され
てきました。トランスの人々の身体、ジェンダー・
アイデンティティ、ジェンダー表現を疾患や病理と
して分類しているからです。DSM よりも WHO の
国際疾病分類（ICD）が勝る点は、ICD が精神疾患
に関連するものだけでなく、全ての健康問題を網羅
しているところにあります。ICD の改訂作業では、
トランスの人々の医療ニーズを現在の分類である

「精神及び行動の障害（第 5 章）」から、別の章（分
類）に移動する可能性もあるのです。

この提案は、ICD-10 を検討しているトランスの
専門家や医療専門家からも支持を得ているところで
す。私たちの医療ニーズがメンタルヘルスの問題と
解釈されている現状を変える、素晴らしい機会な
のです。国際的には、ICD は DSM よりも多くの国
に採用されています。提案されている変更内容が
2017 年の国連投票で厚生省など、閣僚に支持され
た暁には、世界中のトランスの人々が医療専門家か
らどう扱われるか、社会からどう見られているかと
いう現状に変化をもたらすことができます。

▪法の下に承認される権利
多くの国では、「性同一性障害」や「性別違和」

といった精神疾患の診断が、トランスの人のジェン
ダー・アイデンティティが法的に承認され、公文書
における性別記載事項を変更するための必要条件に
なっています。しかし一方で、国際的な人権基準で
は、誰もが法の下に承認される権利が明示されてい
ます。「ジョグジャカルタ原則」の第３原則は、こ
の権利を以下のように述べています。
「各個人の自己定義されたジェンダー・アイデン

ティティは人格に不可欠であり、自己決定、尊厳、
自由の最も基本的側面のひとつである。性別適合手
術、強制的な不妊手術、ホルモン療法を含め医療処
置を受けることを、自認する性別への法的変更の要
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件として強制してはならない。既婚である、親であ
るといったいかなる立場も、ジェンダー・アイデン
ティティの法的承認を妨げるものにはならない。」

さらに「ジョグジャカルタ原則」では、各国が取
り組むべき課題を次のように明記しています。
◦ 各個人の自己定義されたジェンダー・アイデンテ

ィティを法的に承認すること
◦ 政府発行の身分証明書はそのジェンダー・アイデ

ンティティを反映すること
◦ この手続きが効率的、公平、差別のないもので、

当該個人の尊厳とプライバシーを尊重するもので
あるよう保障すること

◦ あらゆる状況において変更された性別が承認され
るよう保障すること
アジア圏は、インドのヒジュラ（hijra）やネパー

ルのメティス（metis）など、「第三の性」の人々の
権利を認めている地域として国際的にもよく知られ
ています。「第三の性」や文化的な意味を持つ用語
は、自己定義したジェンダー・アイデンティティを
現すものですが、こうした名称が自分には当てはま
らないと感じる人もいます。だからこそ、2014 年 4
月のインド最高裁判所の判決は重要なものでした。
この判決は以下の権利を認めています。

第三の性と自認するヒジュラなどの人々の権利
女性と自認するトランス女性の権利 
男性と自認するトランス男性の権利 

同じく世界をリードする事例として、2012 年の
アルゼンチンで成立した性別承認法やマルタ共和国
で新たに認められた法律などがあります。法的な性
別承認は、単なる「一枚の紙きれ」ではありませ
ん。性別承認は、市民として完全に承認され、市民
権に付随する法的保護や法的能力を享受することに
関わることです。これらの権利は、すでに権利を手
にしている人には、あまりにも「当然」で、「見え
ないもの」であるわけですが、法的に承認されてい
ない人や、権利が脅かされている人々にとっては、
重大な問題なのです。

第一に、文書に正しい性別記載がないために公共
の場や活動から排除されることがあります。世界中
のトランスの人々が医療サービスから排除され、食

料配給を受け取れず、あるいは投票権や行動の自由
といった基本的市民権を奪われることがあります。

第二に、ジェンダー・アイデンティティの法的承
認がなければ、トランスの人々は身分証明書を見せ
るたびにアイデンティティを露呈する危険にさらさ
れます。これがスティグマや差別を受ける可能性を
高めます。身分証明書というのは、私たちが極めて
脆弱な立場に立たされている場面で要求されるもの
です。医学的な緊急事態、自然災害、国境を越える
時、ホームレス状態にある場合などです。このよう
な状況において市民権あるいは法的保護がないこと
は、悲惨な結末をもたらします。また、自身のジェ
ンダー・アイデンティティやジェンダー表現と一致
した性別が書かれた公的文書を持っていないこと
は、入学、就職、部屋の賃貸、銀行口座開設といっ
た、人生で不可欠なやりとりにおける差別にもつな
がります。
　2011 年、6,450 人のトランスジェンダーとジェン
ダーが非同調な人々を対象とした「全米トランスジ
ェンダー差別調査」が発表されました。回答者の約
40％が「身分証明書のために嫌な思いをした」と報
告しています。職場あるいは就活中の差別経験も
多く、家やアパートの賃貸契約を拒否された経験や、
自殺関連経験率も高いという結果が見られます。こ
ういったエビデンスがあるにもかかわらず、「ジョ
グジャカルタ原則」をはじめとする国際的な人権基
準があるにもかかわらず、あまりにも多くのトラン
スの人々が法的な性別変更を拒否され続けています。
　多くの国において、「未成年」「既婚者（あるいは
将来結婚したいと思っている人）」「子どもがいる人

（あるいは将来子どもを持ちたいと思っている人）」
は、性別変更ができません。法的な性別承認の要件
に合う人でも、強制的あるいは意志に反した不妊手
術を受けることが求められるなど、大きな障壁や費
用的問題に直面します。
　トランスの人々のなかには、自由意志で、結果的
には不妊につながる手術を選択する人が多く存在し
ます。しかし、世界中のトランスの人々のほとんど
は、手術のためのお金がなかったり、医学的理由か
ら手術を受けないほうがよい状態にあったり、ある
いは他の様々な理由から手術を受けないでいます。
こういった選択や決断は、どれも平等に正当なもの
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です。手術を受けない人も、性別承認法の保護が必
要なのです。
　拷問に関する国連特別報告においては、法的な性
別承認の要件として、トランスの人々に望まない不
妊手術を課している法律や政策が批判されています。
世界保健機構を含む国連組織はまた、2014 年に共
同声明を発表し、不妊手術の強要について以下のよ
うに批判しています。
　「世界的及び地域的な人権組織やいくつかの裁判
所、また数か国における近年の法改正に反映されて
いるところによると、不妊手術の要求は、身体の保
全、自己決定、人間としての尊厳の尊重に反するも
のであり、トランスジェンダーの人々に対する差別
を生み、永続化させるものである」。
　なお、2015 年の 1月19日には、国際学会（WPATH）
が同様の懸念に言及しています。
　「WPATH は、あらゆる人々について、法的な性
別承認及び身分証明書を本人のジェンダー・アイデ
ンティティと一致させる権利を認識している。さら
に、最善の身体的及び精神的健康を得るためには、
誰もがジェンダー・アイデンティティを自由に表現
する権利を保障されなければならない。そのジェン
ダー・アイデンティティが他人の期待と一致するか
どうかに左右されるべきではない。（略）WPATH
は、法的な性や性別記載を変更する際に、手術ある
いは不妊手術を要件にすることについては、これま
で通り、継続してこれに反対する。特別な医学的、
外科的、精神疾患の治療や診断は、すべてのジェン
ダー・アイデンティティに適用されるべき適切な指
標ではないため、これらが法的な性別変更の要件で
あってはならない。（略）婚姻形態や親であるとい
うことが、性別変更の法的承認に影響してはならな
い。トランスジェンダーの青少年にも適切な法的な
性別承認が得られるようにしなければならない。」
　このように WPATH は、トランスの人々が法的
な性別承認を得られるようにするため、「不必要な
障壁を取り除き、簡単で利用しやすい行政手続きを
設けること」を行政に対して促しています。
▪その時が来た�TIME�HAS�COME
　世界中のトランスの人々は、「暴力」「差別」「医
療問題（性別移行するために必要な医療を含む、医
療サービス全体の利用のしにくさ）」「性別承認（公

的文書の名前や性別記載の変更に関わる制限、ある
いは不可能性）」という、相互に強く関連する４つ
の権利の拒否や違反という問題に直面しています。
　あまりにも長い期間、これらの課題は混同されて
きました。必要な医療サービスを利用できるかどう
かは、私たちが精神的に病気であるとか、基本的に
正常でないということを受け入れるかどうかにかか
ってきました。私たちのコミュニティに存在する、
多様なジェンダー・アイデンティティのありようや、
身体の多様性が受け入れられるといった余地はあり
ませんでした。
　しかし、その時代は変化しつつあります。変化へ
の要求は、世界中のトランスの人々のみならず、国
連の最高レベルや、私たちが医学的に性別移行する
ことを支えてきてくれた医療の専門家をはじめとす
る、国際的な組織からも出されています。これは、
私たちが生れながらにして自由であり、尊厳と権利
とについて平等であることを、誇りをもって主張し
ている、権利を要求するコミュニティの人々の声を
表しています。
　最後にことわざを紹介して、私の話を終えたいと
思います。これは、ニュージーランド＝アオテアロ
アの先住民であるマオリのことわざです。困難に立
ち向かい、誰もがありのままで生きられる将来をつ
くるために自分の役割を担うよう、私たちを励まし
てくれる言葉です。

E tū ki te kei o te waka, kia pākia koe e ngā ngaru 
o te wā（カヌーの船尾に立ち、将来の波しぶきが
あなたの顔に当たるのを感じなさい）

◇　　　◇
　第 17 回研究大会を支えてくださった事務局や
ボランティア・スタッフ、関西 GID ネットワーク、
多数の後援団体に深く感謝したい。
　特に実行委員兼プログラム委員の大阪医科大学・
康純氏、関西医科大学附属滝井病院・山田妃沙子氏、
京都府立高校・土肥いつき氏、関西医科大学・織田
裕行氏においては、およそ GID 学会らしからぬテ
ーマ設定にも逡巡することなく、「ぜひやりましょ
う」と力強く応援してくださった。初めて提案した
日の感動とともに、感謝の気持ちを込めて特筆して
おきたい。




